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１．ＧＳＩとは何か 

 

ＧＳＩ（Graduate Student Instructor） 

学部の授業に関して、授業担当教員の指導計画に基づき、授業の一部を分担する博士課程等

の学生 

 

ＧＳＩの資格 

本学大学院の各研究科又は各学環に在籍する学生（連合農学研究科にあっては、本学に配属

された学生に限る。）のうち、次の各号を満たす者 

イ ＴＡの経験を有している者 

ロ 本学が指定する授業の単位を修得している者又は相当する能力を有することを学部等の長

が認めた者 

 

ＧＳＩ制度の目的 

・指導補助者の充実による学士課程の授業のさらなる質向上 

・大学院生に教育経験を提供することによる教育能力向上やキャリア支援 

・給与支給による大学院生への経済支援 
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２．ＧＳＩの業務内容 

 

ＧＳＩの業務は以下の表の通りです。従来のＴＡよりもより教員に近い業務を担当します。特に、授

業の一部の担当（no.12）を業務に含めてください。 

 

 業務内容 ＴＡ ＧＳＩ 

1 教室の準備や管理 〇 〇 

2 実験授業等における機器、装置の使用方法の説明 〇 〇 

3 複雑な操作を必要とする機器類の使用補助 〇 〇 

4 実験・実習・演習授業などの指導補助 〇 〇 

5 グループワークのファシリテータ 〇 〇 

6 実験・実習授業の安全衛生の保持（学内） 〇 〇 

7 実験・実習授業の安全衛生の保持（学外） 〇 〇 

8 教材・機材の作成、準備補助（授業時間外） 〇 〇 

9 提出物の確認・仕分け 〇 〇 

10 課題の採点・添削 〇 〇 

11 教材の作成 

※授業時間外の業務として。ＧＳＩが教員の指示（指導計画）のもと、

担当する授業分 

× 〇 

12 教員の指示（指導計画）のもと、授業の一部を担当 

※分担の上限は 1/3程度とする 

× 〇 

13 シラバスの作成 × × 

14 成績判定 × × 

15 その他 × × 

 

なお、ＧＳＩが担当できない業務には以下のものが挙げられます。特にご注意ください。 

 

・成績評価や単位認定のための出題、採点、修学支援システムへの登録 

・学生の個人情報の保管 

・採用した授業科目の開講期間外の業務 

・当該授業科目に関係しない業務 

・勤務時間を大きく超過すると見込まれる量の業務 
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３．ＧＳＩ採用の流れ 

 

基本的には従来のＴＡ・ＳＡ採用の流れに準じています。ただし、一部提出書類が異なりますので

ご注意ください。 

 

大学院生 ＧＳＩ採用教員 研究科・学環 全学 

ＧＳＩ資格取得 

・ＴＡ経験＋「教授法

入門」受講 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「採用調書」、その他

必要書類の作成 

各学部等の長に提出 

 

 

 

（業務） 

 

 

「業務報告」の作成 

各学部等の長に提出 

 

 

 

 

担当授業におけるＧＳ

Ｉ「要求書」の作成 

各学部等の長に提出 

 

 

 

 

 

 

「採用者指導計画

書」、その他必要書類

の作成 

各学部等の長に提出 

 

 

（ＧＳＩへの指導・支

援） 

 

「授業実施報告」の

作成 

各学部等の長に提出 

 

 

 

 

 

 

各学部等の長におけ

るＧＳＩ配置の決定 

教育・学生支援機構

への「要求書」の提

出 

 

 

 

 

 

各学部等の長による

採用の決定 

「教授法入門」開講

（夏季休業中・オンデ

マンド学習＋約半日

の対面授業） 

 

 

 

 

 

 

 

予算配分案の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「業務報告」「授業実

施報告」の集計・分

析・フィードバック 
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４．ＧＳＩ採用にあたって 

 

学士課程の授業の充実と大学院生への支援といったＧＳＩ制度の目的の実現に向けて、ＧＳＩを採

用する教員に留意いただきたいポイントが 7つあります。 

 

（１）相応しい業務を割り当てる 

ＧＳＩはＴＡよりも高度な教育活動に従事する指導補助者であり、その分給与も高い水準となっ

ています。ＧＳＩは限られた教育資源の中で質の高い教育を実現するための重要な指導補助者と

位置づけられます。そこで採用に際しては、「２．ＧＳＩの業務内容」をもとに、ＧＳＩにふさわしい業

務を割り当てていただくようお願いします。なお GSIについては、授業の一部を実施する業務を

含めてください。含めるのが難しい場合には TA としての採用をご検討ください。 

ＧＳＩの資格にかかわる授業科目「教授法入門」では表のような内容を扱っています。本授業を

履修した大学院生は、大学をはじめとした高等教育機関で授業を設計、実施するための基本的

な知識を習得しています。また模擬授業も実施しており一定の質の授業実践も期待できます。こ

うした能力が活かせる業務をぜひご検討ください。 

 

表 「教授法入門―専門分野の学識を教授するために」の授業内容 

・シラバスとは何か：シラバスの意義、留意点 

・授業設計：コース設計の基本、クラス設計の基本 

・学習評価：学習評価の基本、学習評価の実践例 

・講義法：講義法とは、伝わる話し方 

・アクティブラーニング：アクティブラーニングとは、アクティブラーニングの実践例 

・教育者としての倫理：教育観、教育の倫理 

・模擬授業に向けて：導入・展開・まとめ 

・シラバスのピアレビューとブラッシュアップ 

・10分間の模擬授業の実践と相互評価 

 

（２）業務量に配慮する 

一方で適正な業務量には配慮してください。ＧＳＩは大学院生である以上、自身の授業の受講

や研究活動などで忙しいことが想定されます。過去にＴＡで採用された大学院生からも業務量や

勤務時間が適切でないという意見が寄せられています。ＧＳＩとしての活躍を図る一方で、大学院

生としての活動が問題なく送れるよう配慮する必要があります。採用直後の打ち合わせでは、学

会発表等のスケジュールについて確認し、必要に応じて業務量や業務内容の調整を図るようお

願いします。業務の調整を希望していても、「教員の指示だから自分から言い出しにくい」と感じ

る大学院生がいる可能性にも留意しておきましょう。なお、当然ながら、給与が発生する時間内に

終わらない量の業務を任せることはお控えください。 
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（３）打ち合わせを入念に行う 

効果的なＧＳＩの活用のためにはＧＳＩとの入念な打ち合わせが不可欠です。特に授業の一部

をＧＳＩが担当する場合には、意思疎通が不十分だと授業を受講する学生の不利益にもつながり

ます。ＧＳＩに授業の実施について大学院生に丸投げしないようにしてください。 

ＧＳＩとの打ち合わせは採用が決まった早い段階で行うのがよいでしょう。授業準備や教材の

作成といったＧＳＩならではの業務には、一定の時間がかかることが想定されます。打ち合わせに

おいては特に表のようなポイントについて考えを共有したり、調整を行ったりすべきでしょう。 

また、実験や実習時の事故や地震などの自然災害の発生時にどのように行動すべきかなどを

一緒に確認しておくようにします。 

 

表 ＧＳＩとの打ち合わせのポイント例 

【業務全体に関するポイント】 

・教員がＧＳＩに期待する業務の内容 

・ＧＳＩが行ってみたいと希望する業務の内容 

・ＧＳＩの研究活動等などの状況 

・当該授業全体の設計やシラバスの内容 

・授業実施や準備などのスケジュール 

・準備状況のチェックや作成物へのフィードバックの方法 

・予想されるトラブルやリスクとその対応 

【ＧＳＩの授業実施に関するポイント】 

・ＧＳＩが授業全体のどの部分を担当するのか 

・ＧＳＩの担当する授業における到達目標 

・ＧＳＩから受講する学生に特に伝えてほしいこと 

・受講する学生の能力や学習意欲 

・配付資料など授業運営に関する確認事項 

・合理的配慮の実施に関すること 

【ＧＳＩによる教材作成のポイント】 

・授業のどの場面で使用する教材か 

・取り入れるべき内容は何か 

・著作権や肖像権への注意事項 

 

（４）さまざまな場面で支援を行う 

資格を有しているとはいえ、授業の実施や教材の作成は多くの大学院生にとって難しいのも確

かです。こうした中で教員からの支援はとても大切です。ＧＳＩの授業準備の状況を適宜確認し、
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困っていることがないかを尋ねるようにしましょう。教員としての経験に裏づけられた助言は、ＧＳＩ

の学生にとって重要な学びにもなるはずです。また、担当する授業科目全体の質の向上にもつな

がります。 

講義法やアクティブラーニングの手法など、授業実施にかかわる一般的な内容についてであ

れば、「教授法入門」を担当している教員からの支援も可能です。作成した投影スライドへのコメ

ントや、グループワークの進め方など、ご自身での対応が難しい場合にはぜひお取りつなぎくださ

い。 

ＧＳＩの学生が授業を行う際には教員も教室にいるようにしてください。特に初めての授業で

は、教員が学生にＧＳＩを紹介することで円滑に授業に入りやすくなるはずです。トラブル対応も行

いやすくなり、ＧＳＩが安心して業務に就くことができるでしょう。 

 

（５）業務の振り返りを促す 

支援の中でもとりわけ、ＧＳＩの振り返りを促すことは重要です。ＧＳＩとしての業務は大学院生

自身にとっての学習の機会にもなります。「教えることによって学ぶ」という言葉があるように、授

業で教える経験を通じてその内容に対してより深い理解が得られることが期待できます。また、

「愛大トランスファラブルスキル」に提示しているようなさまざまな汎用的な能力を高めることにも

つながります。 

そのためにぜひ業務後にその振り返りを実施するようにしてください。授業を実施したＧＳＩに対

して、「うまくいったこと」「うまくいかなかったこと」「想定していなかったこと」などを問うようにし

ます。同時に教員からのコメントもあるとよいでしょう。コメントでは「よかったこと」と「改善すべき

こと」をバランスよく伝えることで、今後の改善に対する意欲を高めることができます。 

授業の実践についてＧＳＩ自身が振り返ったり、教員がコメントしたりするための枠組みとして、

「教授法入門」で使用しているルーブリックを付録に掲載しています。本来は 10分間の模擬授

業を評価するためのルーブリックですが、一般的な授業に対しても使えます。 

可能であればＧＳＩの授業を受けた学生からのコメントを求めてもよいでしょう。なじみの学生

に直接尋ねたり、授業後のコメントシートに感想の記述を求めたりすることもできます。実際の学

生の声は、ＧＳＩが自分の業務を振り返るうえで重要な情報となります。 

 

（６）業務について可視化する 

ＧＳＩとしての活動は学生の今後のキャリア形成に活用することも期待できます。大学教員や非

常勤講師の公募に応募する際に、教育業績として提示することができます。他の職業を志望する

際にも、学生に対する指導経験が活きることがあるでしょう。 

そうした場面では、当該ＧＳＩがどのような業務に就いていたのかを具体的に示せる資料があ

るとよいでしょう。ＧＳＩとしての採用を証明する書類が発行されますが、それだけでは実際に何を

教えたのかといった具体的な活動の様子は見えてきません。たとえば、授業の授業全体について

学生に説明する配付資料にＧＳＩの氏名を記載しておくことができるとよいかもしれません。もちろ
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ん、教員からＧＳＩに対して「作成した教材に自分の氏名を記載しておくこと」「Reseachmapな

どに教育歴としてＧＳＩの活動を掲載すること」などを推奨するようにしましょう。 

 

（７）ともに学ぶ姿勢をもつ 

ＧＳＩが実施する授業や作成した教材から、教員が新たに学ぶことも多くあるはずです。より分

かりやすい説明の方法やアクティブラーニングの進め方など、これまでの自分にはなかった方法

を知ることが期待できます。これまで関心はあったけれども実践できなかった手法をＧＳＩと一緒

に行うこともできるかもしれません。ＧＳＩとの協働を通じて学ぶことで、自身の授業をよりよくして

いくことができるでしょう。 
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５．ＧＳＩに関するＱ＆Ａ 

 

（１）ＧＳＩの資格について 

 

Ｑ１ 「教授法入門」が研究科・学環の授業として開講されていない場合はどうすればよいですか？ 

Ａ１ 「教授法入門」は研修としても提供しています。授業として履修する参加者と同じ教材、同じ日

程でともに学びます。単位に代えて修了証を発行しますので、それをもってＧＳＩの資格を満たし

たものとみなします。 

 

Ｑ２ 留学生はＧＳＩになれますか？ 

Ａ２ 愛媛大学大学院での学位取得を目指す正規生の留学生であればＧＳＩになることができます。

「教授法入門」は英語での対応も行います。 

 

Ｑ３ ＧＳＩの資格にある「相当する能力を有することを学部等の長が認めた者」とはどのような大学

院生を指しますか？ 

Ａ３ 他大学等において「教授法入門」に相当するような内容の授業や教育プログラム（いわゆるプ

レ FD）の学習歴を有する大学院生を想定しています。大学等の高等教育機関における授業

の設計・実施・評価のそれぞれについて体系的に学んでいることが求められます。 

 

Ｑ４ 研究科・学環で開講されている授業で、「教授法入門」に相当すると思われる内容を扱ってい

るものがありますが、この授業の単位修得をＧＳＩの資格としてみなすことはできますか？ 

Ａ４ 事前に教育企画課まで照会ください。照会時にはシラバスなど授業内容がわかる資料をご提

出ください。 

 

Ｑ５ ＴＡ経験はＧＳＩの資格として必須ですか？類似した活動をこれに代えることはできますか？ 

Ａ５ 原則ＴＡ経験は必須です。ＧＳＩは指導補助者としてＴＡの上位に相当するため、ＴＡとしての経

験を条件としています。ただし、ＴＡ以外に、何らかの公的な立場での指導補助の経験を有する

場合には教育企画課まで事前に照会ください。 

 

Ｑ６ 修士課程（博士前期課程）と博士課程（博士後期課程）でＧＳＩの資格に違いはありますか？ 

Ａ６ 基本的にはありません。ただし、採用においては大学院生の能力に鑑みて、適切な業務を割り

当てるようにご配慮ください。 

 

Ｑ７ 大学院生の専門性については資格に含めなくてもよいですか？ 

Ａ７ ＧＳＩの業務遂行にとって専門性は重要なのはいうまでもありません。しかしながら、規程には専

門分野にかかわらないさまざまな授業での活躍を見越して、専門性そのものについて含めて
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いません。ただし、ＧＳＩの採用時には授業担当教員が「採用者指導計画書」を作成することに

なっており、その中で当該大学院生の適性について確認することになっています。 

 

（２）ＧＳＩの採用について 

 

Ｑ８ ＧＳＩが採用できるのは講義科目だけですか？ 

Ａ８ 講義科目以外にも採用ができます。ＧＳＩの業務の必要性があると判断されれば演習、実験、

実習などの授業科目でも採用できます。 

 

Ｑ９ 大学院の授業でＧＳＩが採用できますか？ 

Ａ９ ＧＳＩは学部学生対象の授業における指導補助者と位置づけられるため、大学院の授業での

採用は認められません。学部と大学院で共同に開講されている場合には、学部の授業科目と

してＧＳＩの要望を出してください。 

 

Ｑ１０ オンライン授業でのＧＳＩの採用はできますか。 

Ａ１０ 採用できます。オンライン授業でも何らかの形でＧＳＩに相当する業務を割り当てるようにして

ください。たとえば、遠隔授業で講義を行う、また、動画教材の講師担当などの業務です。 

 

Ｑ１１ 理工学研究科の大学院生が法文学部の授業を担当するなど、大学院生の所属にかかわら

ず採用することができますか？ 

Ａ１１ 可能です。大学院生の所属研究科や指導教員との調整ができていれば採用することができ

ます。 

 

Ｑ１２ 授業担当や教材作成といったＧＳＩとしての業務以外の勤務時間に、ＴＡが担う業務を担当す

ることはできますか。 

Ａ１３ 可能です。ただし、ＧＳＩとしての勤務すべてをＴＡ相当の業務のみとすることは、制度の趣旨に

合わないためお控えください。授業担当などの機会を業務の一環に入れるようにしてください。 

 

Ｑ１３ ＴＡとＧＳＩといった複数の身分で採用された場合の時間給の適用はどのようになりますか。 

Ａ１３ 採用された「授業科目」ごとに定まります。時間給の単価は採用された授業科目に紐づくた

めです。「XXX演習」のＧＳＩとして採用された場合は、「XXX演習」にかかわる業務について

はＧＳＩの時給が適用され、「YYY実習」のＴＡとして採用された場合は、「YYY実習」にかか

わる業務については、ＴＡの時給が適用されることになります。 

 

Ｑ１４ 他大学の大学院生をＧＳＩとして採用できますか？ 

Ａ１４ 採用することはできません。授業で他大学の大学院生が専門性の高い話題を紹介するなど
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の機会には、ゲストスピーカー等として招聘することになるかと思います。 

 

（３）ＧＳＩ業務について 

 

Ｑ１５ ＧＳＩによる授業の分担の 1/3 という上限はどのように捉えればよいでしょうか？ 

Ａ１５ 次のようにご理解ください。 

①学期中の授業の 1/3にあたる回数についてＧＳＩが担当する 

（例）クォーター8回の授業科目の 2回分をＧＳＩが担当する 

②1回の授業の 1/3にあたる時間をＧＳＩが担当する 

（例）毎回の 90分授業のうち 30分をＧＳＩが担当する 

①と②を組み合わせることも可能ですが、過重な分担になることは授業の質の点から問題が

ありますのでご留意ください。90分授業全 8回の授業科目であれば、全体で 240分相当が

1/3 となります。 

また上記の例は上限 1/3の例ですので、実際の採用にあたってはこの範囲内で業務量を定

めていただいても問題ありません（クォーター8回のうちの 1回を担当する、2回に 1回に 30

分ＧＳＩが授業する機会をつくる など）。 

 

Ｑ１６ ＧＳＩを複数人採用して、授業全ての時間をＧＳＩが担当するということは可能ですか？ 

Ａ１６ できません。ＧＳＩの授業担当の上限は「授業時間数の合計」に対して 1/3 となっています。

採用したＧＳＩの人数にかかわらず最低限 2/3の授業は授業担当教員が実施してください。 

 

Ｑ１７ ＧＳＩの授業準備時間は勤務時間となりますか。 

Ａ１７ なります。授業担当教員から採用するＧＳＩに対し、準備に相当した時間数についても勤務実

績報告書に記録するよう指示し、確認を行ってください。ただし、22時以降の準備（勤務）はし

ないように指示してください。 

 

Ｑ１８ 「２．ＧＳＩの業務内容」の表において、ＴＡが行う教材の作成（項目 8）とＧＳＩが行う教材の作

成（項目 11）はどのように異なりますか。 

Ａ１８ 項目 11はＧＳＩが自ら実施する授業における教材（スライドや配付物）を作成することを念頭

においています。一方の項目 8は、授業担当教員が使用する教材の作成であり、ＴＡからの提

案等を行うことを除外はしませんが、主に印刷や体裁の調整などの事前準備の作業を想定し

ています。 

 

Ｑ１９ 学生の課題の評価や採点をＧＳＩが行うことができますか？ 

Ａ１９ 最終的な評価を決め、単位認定を行うのは授業担当教員のみとなる点はまずご確認くださ

い。そのうえで「課題の採点・添削」はＴＡから可能です。なお、学習評価についての基礎的な
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知識をＧＳＩは備えていることから、評価に先んじてレポートや論述試験の採点基準を決めた

り、ルーブリックを作成したりする業務に就くことが可能です。 

 

Ｑ２０ 「２．ＧＳＩの業務内容」の表にない業務を割り当ててもよいですか？ 

Ａ２０ 「２．ＧＳＩの業務内容」で挙げた「担当できない業務」に該当せず、かつ、制度の趣旨に反し

ない業務であれば可能です。判断に困る場合には教育企画課までお問い合わせください。 

 

Ｑ２１ 必ずしも授業を実際に担当しなくてもＧＳＩになれますか。 

Ａ２１ 「授業の一部を分担すること」がＧＳＩとして雇用する要件となります。授業分担を行わない場

合は、ＴＡとして雇用することをご検討ください。 
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６．問い合わせ先 

 

ＧＳＩの資格について 

→教育学生支援部教育企画課（kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp） 

 

「教授法入門」について 

GSIの指導方法における支援について 

→教育・学生支援機構教育企画室（opar@stu.ehime-u.ac.jp） 

 

ＧＳＩの採用に関する手続きについて 

→各学部総務チーム 
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付録 

国立大学法人愛媛大学におけるティーチング・アシスタント等に関する規程 
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「教授法入門―専門分野の学識を教授するために」シラバス 

 

授業題目 

教授法入門―専門分野の学識を教授するために 

授業のキーワード 

授業設計、学習評価、講義法、アクティブラーニング、教育の倫理 

授業の目的 

本授業は、大学院生やポストドクターが自らの専門分野の学識を他者に適切に教授するた

めに必要な知識、技術、態度について学習します。主として大学などの高等教育機関で、教員

として授業を担当することを念頭においています。大学で研究者としてのキャリアを築きたいと

考える大学院生には、必須の内容となっています。もちろん TA としての業務や研究室での後

輩指導などでも本授業の内容は活かせるはずです。一方で、大学に限らず、さまざまな学校や

職場で教育や指導にあたるときにも、本授業で学んだ内容は有益なものとなります。企業など

への就職を希望する方もぜひ積極的に参加してください。 

また、本授業は研究室や研究科を越えた大学院生のコミュニティを形成する機会としても意

味をもっています。さまざまな専門分野の大学院生と交流することで、専門外の世界への視野

を得られたり、自分の専門分野を新たな視点で捉え直したりすることが期待できます。今日、

SDGs をはじめとした世界的課題の解決には、さまざまな人々との協働が求められます。自身

の専門分野を深めつつ、専門外の人々と積極的にかかわりをもつことは、専門家として社会で

活躍するうえでは不可欠であるといえるでしょう。 

本授業では、授業を実践するための方法だけでなく、大学院生として自身の考えをもってい

てほしい論点を 2 つ扱います。まずは専門家として指導や教育に携わる意義とは何か、そして、

教育や指導に携わる者としてもつべき倫理とは何かです。いずれも講義と参加者同士のディス

カッションを通じて考えていきます。本授業は専門家がおかれている社会的文脈と自身の価値

観の中で、皆さん自身が教育について捉え直す機会になるはずです。 

教えることに関心があれば、これまでの経験や専門分野は問いません。積極的な参加をお

待ちしています。 

授業の到達目標 

・大学において指導や教育に携わる意義を説明することができる 

・授業設計と学習評価の基本を踏まえたシラバスを書くことができる 

・わかりやすい説明や学習者の活動を取り入れた授業を計画し実践できる 

・教育の倫理について自身を省察し意識した言動をとることができる 

・異なる専門分野の大学院生と積極的にかかわりながら共に学び合うことに貢献できる 

愛大トランスファラブルスキルに関わる項目 

コミュニケーション：個々の多様性を尊重してコミュニケーションすることができる 
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キャリア形成：専門性を活かして自分のキャリアを形成することができる 

倫理：専門性を有する者として倫理的な言動をとることができる 

授業計画 

【オンデマンド学習】例年 8月頃に約 1か月実施 

導入：授業の説明、大学教育や人材育成を取り巻く社会的文脈 

授業設計：コース設計の基本、クラス設計の基本 

学習評価：学習評価の基本、学習評価の実践例 

授業方法：講義法とは、アクティブラーニングの実践方法 

教育における倫理：倫理を意識する必要性、倫理観の向上方法 

模擬授業に向けて：導入・展開・まとめ 

 

【対面授業】例年 9月下旬開講予定 

シラバスのピアレビュー 

模擬授業の実践 

全体のまとめ 

授業時間外学習にかかわる情報 

・オンデマンド学習の課題実施 

・マイクロティーチングの準備 

・参考書や動画教材等による学習 

成績評価方法 

・各提出物：シラバス 

・発表など：模擬授業、ピアレビューやディスカッションでの発言内容 

受講のルール 

・対面授業には必要な課題を実施した上で全て出席すること。 

参考書（購入する必要はないが、推奨する図書） 

・中島英博編(2016)『シリーズ大学の教授法 1 授業設計』玉川大学出版部 

・佐藤浩章編(2017)『シリーズ大学の教授法 2 講義法』玉川大学出版部 

・中井俊樹編(2015)『シリーズ大学の教授法 3 アクティブラーニング』玉川大学出版部 

・中島英博編(2018)『シリーズ大学の教授法 4 学習評価』玉川大学出版部 

・夏目達也他(2010)『大学教員準備講座』玉川大学出版部 

・羽田貴史編(2015)『もっと知りたい大学教員の仕事―大学を理解するための 12 章』ナカ

ニシヤ出版 
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授業の振り返り用ルーブリック 

 模範的 標準的 要改善 

話し方（活

舌・声の大

きさ・話す

スピード） 

活舌・声の大きさ・話すス

ピードのいずれも適切で

聞き取りやすい。 

活舌・声の大きさ・話すスピ

ードのうちの 2つが適切で

問題なく聞き取れる。 

活舌・声の大きさ・話す

スピードに課題があり

聞き取りにくい。 

所作や振る

舞い 

余計な身体の動きがな

く、さらにアイコンタクトや

ジェスチャーを学生の理

解のために効果的に使

用している。 

余計な身体の動きはない

が、アイコンタクトやジェス

チャーを効果的に使用でき

ていない。 

理解を阻害してしまう

ほどの余計な身体の動

きが見られる。 

資料や道

具の使用 

準備した資料や道具が

学習に効果的に用いられ

ている。 

資料や道具が適切に準備

され、使用されている。 

資料や道具の準備に

不備があった。 

時間配分と

授業の構

成 

規定時間内に、導入・展

開・まとめが適切に組み

込まれている。 

規定時間には収まったが、

導入・展開・まとめの構成

が一部とれていない。 

規定時間に対し 1分

以上超過、不足してい

る。 

学習意欲 自分でももっと学びたい

と思える授業だった。 

内容に対する興味をある程

度喚起する授業だった。 

興味関心を特に感じる

ことのない授業だった。 

分かりやす

さ 

授業内容を自分で説明

することができるまで理

解できた。 

自分での説明は難しいが、

おおよその授業内容を理

解できた。 

授業内容について理解

できなかった。 

難易度 想定する学生の水準に

対して適切である。 

想定する学生の水準に対

して一部難しいと思われる

ところがあるが、おおむね

妥当である。 

想定する学生の水準に

対して著しく難易度が

高い／低い。 

アクティブ

ラーニング 

学生のアクティブラーニ

ングを促す工夫や手法が

取り入れられ、学習上の

効果を上げている。 

学生のアクティブラーニン

グを促す工夫や手法が取

り入れられている。 

学生のアクティブラー

ニングを促す工夫や手

法が取り入れられてい

ない。 

コメント欄（よかった点・さらによくなる点） 
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ＧＳＩ関連様式集 

 

様式１：ＧＳＩ・ＴＡ・ＳＡ配置に係る要求書 
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様式２：ＧＳＩ・ＴＡ・ＳＡ採用調書 
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様式３－１：ＧＳＩ採用者指導計画書 
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様式４：ＧＳＩ・ＴＡ・ＳＡ勤務実績報告書 
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様式５－１：ＧＳＩ業務報告書 
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様式６－１：ＧＳＩ採用に係る授業実施報告書 

 

 

 


